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地方独立行政法人香取おみがわ医療センター公告第１号 

 

 地方独立行政法人香取おみがわ医療センター医療情報システム更新業務について、公募

型プロポーザルを次のとおり実施する。 

   

令和７年４月８日 

 

地方独立行政法人香取おみがわ医療センター  

理事長  寺 野  彰  

 

１ 業務概要 

（１）業務名 

香取おみがわ医療センター医療情報システム更新業務 

（２）業務内容 

香取おみがわ医療センターにおける電子カルテ等医療情報システムの更新 

（３）契約の方法 

   公募型プロポーザル方式による随意契約 

（４）納入場所 

   香取市南原地新田438番地１ 香取おみがわ医療センター 

（５）業務期間 

契約締結日の翌日から令和７年11月24日まで 

（６）提案上限金額 

200,000,000円（税抜） 

 

２ スケジュール 

日 程 内 容 

令和７年４月８日（火） ・公募開始 

令和７年４月17日（木） ・質問書の提出期限 

令和７年４月25日（金） ・質問書に対する回答 

令和７年５月15日（木） ・提案書類等の提出期限 

令和７年５月22日（木）・23日（金） ・プレゼンテーション 

令和７年５月30日（金）まで ・選定結果通知 

 

３ 参加資格 

香取おみがわ医療センター医療情報システム更新業務公募型プロポーザルに参加する事

業者は、次に掲げる要件をすべて満たしていなければならない。なお、優先交渉権者の選定

までの間に要件を満たさなくなった場合は参加資格を失うものとする。 

（１）香取市入札参加資格者名簿における、大分類19「電算機・電算用品」の中分類03「パッ

ケージソフトウェア」に登録されている、若しくは登録見込みであること。 

（２）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しないこと。 

（３）香取市建設工事請負業者等指名停止措置要領（平成18年香取市告示第113号）に基づく
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指名停止措置又は香取市契約に係る暴力団等排除措置要綱（平成24年香取市告示第149

号）に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。 

（４）手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又は優先交渉者を

選定する日前６ヶ月以内に手形又は小切手を不渡りした者。 

（５）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立中又は更生手続中で

ないこと。 

（６）民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立中又は再生手続中で

ないこと。 

（７）情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）又は一般財団法人日本情報経済社会

推進協議会指定のプライバシーマーク等と同等のセキュリティマネジメントシステムの 

認証を取得していること。 

（８）過去５年以内に病床数100床以上の病院で、電子カルテシステムの導入等実績（更新も

含む）があること。 

（９）再委託先があるときは、上記（２）から(６)までの要件を同様に満たしていること。 

 

４ 申し込みについて 

  

提案書類等 提出部数 

① 【様式 1】会社概要書 30部 

② 【様式 2】医療情報システム導入等実績書 30部 

③ 提案書 ※任意様式 30部 

④ 医療情報システム要件仕様書（技術仕様回答

書） 
1部 

⑤ 【様式 3】見積書 1部 

⑥ 上記「４ 参加資格 (７)」の認証の写し 1部 

提案希望者は、以下に留意のうえ提案書類等を作成し、令和７年５月15日（木）ま

でに連絡担当課へ持参又は郵送により提出すること。 

持参により提出の際は、平日の午前9時から午後5時（正午から午後1時を除く）まで

の間に提出し、郵送の場合は配達した記録が残る手段で提出すること。 

なお、提案書類等の提出後に不参加となった場合には、【様式5】辞退届を連絡担当

課まで、速やかに提出すること。 

また、提案書類等については、香取おみがわ医療センターホームページからダウン

ロードするものとする。 

 

５  質問の受付及び回答について 

仕様書等に質問のある提案希望者は、「【様式4】質問書」により、７に示す連絡担当

課まで電子メールで提出し、必ず送信した旨を電話連絡すること。 

また、電子メールの件名は「【提案質問】（提案者名）香取おみがわ医療センター医

療情報システム更新業務」とすること。 

なお、受付期間は令和７年４月17日（木）午後5時までとする。 
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６ 選定結果について 

選定結果については個別通知を行うが、総合評価の詳細については公開しない。な

お、優先交渉権者に決定した者を当医療センターのホームページで公開する。 

 

７ 連絡担当課 

地方独立行政法人香取おみがわ医療センター 

事務部管理課経理班 担当：伊藤、長谷川 

〒289-0322 

 千葉県香取市南原地新田４３８番地１ 

 電話番号：0478-82-0307 

 電子メールアドレス：keiri@hospital.omigawa.chiba.jp
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